
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定間隙を開けた状態に配置された一対の基板と、これらの基板の間隙に配置された泳
動用分散液と、該泳動用分散液に移動可能に分散された複数の帯電泳動粒子と、一方の基
板の側に支持されて前記泳動用分散液及び前記帯電泳動粒子に対向するように配置された
第１電極及び第２電極と、を備え

電気泳動表示装置において、
　前記第２電極は、前記第１電極の少なくとも一部を囲むような形状で

、ことを特徴とする電気泳動表示装置。
【請求項２】
　前記第２電極が、前記第１電極に対して額縁状に配置された、
ことを特徴とする請求項１に記載の電気泳動表示装置。
【請求項３】
　前記第２電極が格子状である、
ことを特徴とする請求項１に記載の電気泳動表示装置。
【請求項４】
　前記第２電極が、同心円を形成するように配置されてなる、
ことを特徴とする請求項１に記載の電気泳動表示装置。
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、前記第２電極の端縁と前記第１電極との間に発生する
電場により前記帯電泳動粒子を移動させ、前記第１電極または前記第２電極に吸着させて
表示を行う

、かつ前記第１電
極及び前記第２電極の露出面積比が１／２～１／２０又は２０／１～２／１となるような
幅を有している



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、帯電泳動粒子を移動させて表示を行う電気泳動表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
(1) 近年、情報機器の発達に伴い、各種情報のデータ量は拡大の一途をたどり、情報の出
力も様々な形態をもってなされている。そのような情報出力の形態は、一般に、
＊　ブラウン管や液晶などを用いたディスプレイ画面による表示と、
＊　プリンタなどによる紙へのハードコピー表示と、
に大別できる。
【０００３】
(2) ところで、上述したブラウン管や液晶は種々の利点を有するものの、いくつかの欠点
を有しており、かかる欠点のないハードコピー表示が依然頻繁に使用されている。以下、
この点につき詳述する。
【０００４】
ディスプレイ画面については、低消費電力且つ薄型の表示装置のニーズが増しており、中
でも液晶表示装置は、こうしたニーズに対応できる表示装置として活発な開発が行われ商
品化されている。しかしながら、現在の液晶表示装置には、画面を見る角度や、反射光に
より、画面上の文字が見ずらく、また光源のちらつき・低輝度等から生じる視覚へ負担が
、未だ十分に解決されていないという欠点がある。またブラウン管は、コントラストや輝
度は液晶表示と比較して十分あるものの、ちらつきが発生するなど後述するハードコピー
表示と比較して十分な表示品位があるとはいえない。また装置が大きく重いため携帯性が
極めて低い。
【０００５】
一方、ハードコピー表示は情報の電子化により不要になるものと考えられていたが、実際
には依然膨大な量のハードコピー出力が行われている。その理由として、情報をディスプ
レイ画面で表示した場合、前述した表示品位に係る問題点に加えて、その解像度も一般的
には最大でも１２０ｄｐｉ程度と紙へのプリントアウト（通常３００ｄｐｉ以上）と比較
して相当に低い。従って、ディスプレイ画面による表示ではハードコピー表示と比較して
視覚への負担が大きくなる。その結果、ディスプレイ上で確認可能であっても、一旦ハー
ドコピー出力することがしばしば行われることになる。また、ハードコピーされた情報は
、ディスプレイ画面表示のように表示領域がディスプレイ画面のサイズに制限されること
なく多数並べたり、また複雑な機器操作を行わずに並べ替えたり、順に確認していくこと
ができることも、ハードコピー表示が併用される大きな理由である。さらには、ハードコ
ピー表示は、表示を保持するためのエネルギーは不要であり、情報量が極端に大きくない
限り、何時でも何処でも情報を確認することが可能であるという優れた携帯性を有する。
【０００６】
(3) ところで、上述のハードコピー表示は、上述のような種々の利点を有するものの紙を
大量に消費するという欠点がある。したがって、最近では、このハードコピー表示に代わ
るものとして、リライタブル記録媒体（視認性の高い画像の記録・消去サイクルが多数回
可能であり、表示の保持にエネルギーを必要としない記録媒体）の開発が盛んに進められ
ている。こうしたハードコピーの持つ特性を継承した書き換え可能な第３の表示方式のペ
ーパーライクディスプレイと呼ぶことにする。
【０００７】
なお、このペーパーライクディスプレイの必要条件は、書き換え可能であること、表示の
保持にエネルギーを要さないか、若しくは十分に小さいこと（メモリー性）、携帯性に優
れること、表示品位が優れていること、などである。
【０００８】
(4) かかるペーパーライクディスプレイの従来例を参考までに説明する。
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【０００９】
現在、ペーパーライクディスプレイとみなせる表示方式としては、例えば、サーマルプリ
ンターヘッドで記録・消去する有機低分子・高分子樹脂マトリックス系（例えば、特開昭
５５－１５４１９８号公報、特開昭５７－８２０８６号公報）を用いた可逆表示媒体を挙
げることができる。この系は一部プリペイドカードの表示部分として利用されているが、
コントラストが余り高くないことや、記録・消去の繰り返し回数が１５０～５００回程度
と比較的少ないなどの課題を有している。
【００１０】
(5) 上述したペーパーライクディスプレイの他の従来例を参考までに説明する。
【００１１】
また、別のペーパーライクディスプレイとして利用可能な表示方式として、Ｈａｒｏｌｄ
　Ｄ．　Ｌｅｅｓ等によって提案された電気泳動表示装置（米国特許、ＵＳＰ３６１２７
５８号）が知られている。他にも、特開平９－１８５０８７号公報に電気泳動表示装置が
開示されている。
【００１２】
図８は、その電気泳動表示装置の構造及び動作原理を示す図であるが、該表示装置Ｄ 2  は
、所定間隙を開けた状態に配置された一対の基板１ａ，１ｂを備えており、その基板間隙
には、泳動用分散液２や負極性に帯電された多数の帯電泳動粒子３が配置されている。ま
た、各基板１ａ，１ｂには、泳動用分散液２を挟み込むように電極６４，６５がそれぞれ
形成されている。さらに、帯電泳動粒子３と泳動用分散液２とは、互いに光学的特性が異
なるように別々の色に着色されている。
【００１３】
このような表示装置Ｄ 2  において、同図 (a) に示すように、図示下側の電極６５に負の極
性の電圧を印加すると共に図示上側の電極６４をアースすると、負極性に帯電されている
帯電泳動粒子３は図示上側の電極６４に吸着され、図示のＡ方向から観察すると帯電泳動
粒子３の色が認識される。また、同図 (b) に示すように、図示下側の電極６５に正の極性
の電圧を印加すると、帯電泳動粒子３は図示下側の電極６５に吸着され、矢印Ａの方向か
ら観察すると泳動用分散液２の色が認識される。このような駆動を画素単位で行うことに
より、多数の画素によって任意の画像が表示される。
【００１４】
このような電気泳動表示装置においては、応答時間（画素書き込み又は消去に要する時間
）が数十ｍｓ以下と比較的速く、書き換え回数も１０ 8  回以上可能である。また、電圧印
加により電極上に堆積された着色帯電泳動粒子は駆動電圧を取り除いても長期にわたって
安定に存在するので表示中に電力を必要としない。即ちメモリー性を有する。さらに、反
射型のディスプレイ装置であるので、光源のちらつき等にて起こる眼疲労を抑えることが
できる。
【００１５】
しかしながら、いくつかの問題点を有している。すなわち、
第１に、泳動用分散液を着色或は不透明化させることが不可欠であった。このため泳動用
分散液を単一成分で構成することが困難であり、泳動用分散液に染料やイオンなどの発色
材を混合しなくてはならなかった。このような発色材の存在は、新たな電荷の授受をもた
らすために電気泳動動作において不安定要因として作用しやすく、表示装置としての性能
や寿命、安定性を低下させる場合があった。第２に、通常、泳動用分散液の明度を小さく
、一方、着色帯電泳動粒子の明度を大きくなるような組み合わせを利用しないと、着色帯
電泳動粒子が観察者側から遠い位置にある時も観察者から着色帯電泳動粒子の色が泳動用
分散液を透過して観察されてしまう場合があった。したがって、泳動用分散液及び着色帯
電泳動粒子の最適な色の選択が限定されてしまい、多色表示を実現することが困難であっ
た。
【００１６】
(6) 一方、図９に示すような電気泳動表示装置が、特開昭４９－５５９８号公報や特願平
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１０－００５７２７号公報にて開示されている。以下、この電気泳動表示装置について詳
述する。
【００１７】
図９に示す電気泳動表示装置Ｄ 3  は、図８に示した電気泳動表示装置Ｄ 2  とほぼ同じ構造
であるが、両方の電極７４，７５（以下、“第１電極７４”及び“第２電極７５”とする
）が同じ基板１ｂの側に配置されている点が異なる。なお、本装置Ｄ 3  においては帯電泳
動粒子３は正極性に帯電されているものとする。
【００１８】
かかる表示装置Ｄ 3  において、同図 (a) に示すように、第２電極７５に負の極性の電圧を
印加すると共に第１電極７４に正の極性の電圧を印加すると、正極性に帯電されている帯
電泳動粒子３は第２電極７５に吸着され、図示のＡ方向から観察すると第１電極７４の色
が認識される。また、同図 (b) に示すように、第２電極７５に正の極性の電圧を印加する
と共に第１電極７４に負の極性の電圧を印加すると、正極性に帯電されている帯電泳動粒
子３は第１電極７４に吸着され、図示のＡ方向から観察すると第２電極７５及び帯電泳動
粒子３の色が認識される。このような駆動を画素単位で行うことにより、多数の画素によ
って任意の画像が表示される。
【００１９】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、図９に示す電気泳動表示装置Ｄ 3  においては、帯電泳動粒子３を移動させ
るための電場は、主に第２電極７５の端部（同図 (b) の符号７５ａ参照）と第１電極７４
との間に形成され、第２電極７５の表面部（同図 (b) の符号７５ｂ参照）の側には（強度
の小さい）漏れ電場が形成されるに過ぎず、
【００２０】
【式１】
ｕ＝ＤζＥ／４πη
Ｄ；泳動用分散液の誘電率
ζ；着色泳動粒子のゼータ電位
Ｅ；電場強度
η；泳動用分散液の粘度
によって表される帯電泳動粒子３の移動速度ｕは、図８に示す電気泳動表示装置Ｄ 2  のも
のよりも低下し、場合によっては動作不良（表示不良）が発生するおそれもあった。
【００２１】
このような移動速度の低下や動作不良の発生を防止するには、電極間に十分な電圧を印加
すれば良いが、そのような場合には、消費電力の増大という問題があった。
【００２２】
そこで、本発明は、動作不良等を防止する電気泳動表示装置を提供することを目的とする
ものである。
【００２３】
【課題を解決するための手段】
　本発明は上記事情を考慮してなされたものであり、所定間隙を開けた状態に配置された
一対の基板と、これらの基板の間隙に配置された泳動用分散液と、該泳動用分散液に移動
可能に分散された複数の帯電泳動粒子と、一方の基板の側に支持されて前記泳動用分散液
及び前記帯電泳動粒子に対向するように配置された第１電極及び第２電極と、を備え

電気泳動表示装置において
、
　前記第２電極は、前記第１電極の少なくとも一部を囲むような形状で

、ことを特徴とする。
【００２４】
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、前
記第２電極の端縁と前記第１電極との間に発生する電場により前記帯電泳動粒子を移動さ
せ、前記第１電極または前記第２電極に吸着させて表示を行う

、かつ前記第１電
極及び前記第２電極の露出面積比が１／２～１／２０又は２０／１～２／１となるような
幅を有している



【発明の実施の形態】
以下、図１乃至図７を参照して、本発明の実施の形態について説明する。
【００２５】
まず、本発明に係る電気泳動表示装置の構造について、図１乃至図５を参照して説明する
。
【００２６】
本発明に係る電気泳動表示装置は、図１ (a) に符号Ｄ 1  で示すように、所定間隙を開けた
状態に配置された一対の基板１ａ，１ｂと、これらの基板１ａ，１ｂの間隙に配置された
泳動用分散液２と、該泳動用分散液中に移動可能に分散されている複数の帯電泳動粒子３
と、一方の基板１ｂの側に支持されて前記泳動用分散液２及び前記帯電泳動粒子３に対向
するように配置された第１電極４及び第２電極５と、を備えている。
【００２７】
ここで、前記第２電極５は、前記第１電極４の少なくとも一部を囲むような形状である。
図１ (b) には、この第２電極５の具体的な形状として、第１電極４の四角形部分を囲むよ
うな額縁形状を示しているが、もちろんこれに限る必要はない。例えば、
＊　図２に符号１５で示すように、第１電極４の円形部分を囲むような額縁形状のもので
も良く、
＊　図３に符号２５で示すように、第１電極４の複数の四角形部分をそれぞれ囲むような
形状のものでも、
＊　図４に符号３５で示すように、碁盤の目のような格子状のものでも、
＊　図５に符号４５で示すように、同心円を形成するように配置したもの、
であっても良い。なお、これらの第２電極５，１５，２５，３５，４５は、途中で切断さ
れることなくループを形成するように配置されているが、もちろんこれに限る必要はなく
、前記第１電極４の少なくとも一部を囲むような形状であれば第２電極５の一部が切断さ
れていても良い。
【００２８】
ところで、このような構造の電気泳動表示装置における表示コントラストは、
【００２９】
【式２】
　
　
　
　
　
　
　
ここで、第１電極４の露出面積Ｓ 1  とは、第１電極４が前記泳動用分散液２に対向（露出
）している部分の面積Ｓ 1  をいい、第２電極５の露出面積Ｓ 2  とは、第２電極５が前記泳
動用分散液２に対向（露出）している部分の面積Ｓ 2  をいう。
に大きく依存し、該露出面積比が大きい程コントラストが小さくなり、該露出面積比が小
さい程コントラストが大きくなる。したがって、コントラストを大きくする観点からは露
出面積Ｓ 1  ，Ｓ 2  の差を大きくすれば良いが、露出面積Ｓ 1  ，Ｓ 2  の差が大きすぎると、
帯電泳動粒子３を実効面積の大きな電極側に移動させた際に被覆率の低下を招くおそれが
ある。そこで、この露出面積比を１／２～１／２０又は２０／１～２／１程度にすると良
い。
【００３０】
また、第２電極５の幅は、上記条件を満たす範囲内で狭くしても良いが、帯電泳動粒子３
の粒径よりも広いことが望ましい。
【００３１】
なお、図１ (a) においては、第１電極４が基板１ａの全面に配置されると共に第２電極５
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が第１電極４に重なるように配置されているが、もちろんこれに限る必要はなく、前記第
１電極４を基板１ｂの全面にではなく部分的に配置すると共に両電極４，５を重ならない
ように配置しても良い。ここで、両電極４，５を重なるように配置した場合には、両電極
４，５の間に絶縁層６を配置して両電極４，５の絶縁を確保すると良い。
【００３２】
一方、第１電極４及び第２電極５は、一方の基板１ｂの側に支持されていれば足り、
＊　基板１ｂに直接接着されていても、
＊　何らかの部材や膜を介して基板表面に接着されていても、
良い。すなわち、図１ (a) において、第１電極４は基板１ｂに直接接着されているが、何
らかの膜を介して接着されていても良く、逆に第２電極５は基板１ｂに直接接着されてい
ないが、第１電極４と重ならないように配置する場合には基板１ｂに直接接触するように
配置しても良い。
【００３３】
また、上述した第１電極４及び第２電極５の少なくとも一方には不図示の電圧印加手段が
接続されており、正極性又は負極性の電圧を印加できるようになっている。
【００３４】
また一方、前記一対の基板１ａ，１ｂの間隙には、図１ (a) に示すように隔壁部材７を配
置して、前記泳動用分散液２や前記帯電泳動粒子３の該間隙からの漏れを防止すれば良い
が、この隔壁部材７を、図１ (b) に示すように碁盤の目状に配置して、前記一対の基板１
ａ，１ｂの間隙を該基板１ａ，１ｂの面に沿った複数の画素８に分割すると共に、各画素
８に、上述した電極４，５や泳動用分散液２や帯電泳動粒子３をそれぞれ配置すると良い
。
【００３５】
また、前記第２電極５の表面に電極保護層９を形成しても良い。
【００３６】
さらに、画素と画素との間にブラックマトリクスパターンを形成して遮光を施しても良く
、両基板１ａ，１ｂを接着剤（図６ (e) の符号１０参照）にて接着しても良い。
【００３７】
一方、表示装置は透過型としても良く反射型としても良い。但し、表示装置を透過型にす
る場合には、上述した領域Ｓ 1  において基板１ａ，１ｂや第１電極４や絶縁層６等を透光
性のものにする必要がある。また、表示装置を反射型にする場合には、上述した領域Ｓ 1  
において基板１ｂや第１電極４や絶縁層６等の少なくとも１つを非透光性にする必要があ
る。
【００３８】
また、帯電泳動粒子３には、ポリスチレンやポリエチレンなどのポリマー樹脂を主成分と
し、これにカーボンなどの着色剤を混ぜ合わせたものを用いることができる。この帯電泳
動粒子３は、正又は負の極性に帯電すれば良く、必要に応じて荷電制御剤等を混ぜ合わせ
ると良い。この帯電泳動粒子３の粒径は０．１～５０μｍが好ましい。
【００３９】
さらに、泳動用分散液２には、帯電泳動粒子３が良好に帯電しかつ低粘度の液体を使用す
ると良く、具体的には、シリコーンオイル、キシレン、トルエン、アイソパーなどを用い
れば良い。
【００４０】
また、基板１ａ，１ｂには一般的なガラスを使用できるが、表示装置をフレキシブルなも
のにするには、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）やポリエーテルスルフォン（ＰＥ
Ｓ）等のプラスチックフィルムを使用すれば良い。なお、表示装置を透過型にするには両
方の基板１ａ，１ｂを透光性にし、表示装置を反射型にするには少なくとも一方の基板１
ｂを非透光性とする必要がある。
【００４１】
さらに、第１電極４には、表示装置を透過型とする場合にはＩＴＯ（インジウム・ティン
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・オキサイド）等の透明電極を用い、表示装置を反射型とする場合にはＡｌなどの金属電
極を用いれば良い。また、第２電極５には、ＡｌやＴｉ等の金属材料を用いれば良いが、
好ましくは色の黒い材料、例えばＴｉＣなどが好ましく用いられる。
【００４２】
またさらに、絶縁層６には、アクリル樹脂やポリイミド樹脂等の有機材料を用いれば良く
、表示装置を反射型とする場合には、アルミナ等の白色微粒子を混入して散乱層としての
機能を付与しても良い。
【００４３】
また、隔壁部材７には、シリコーンゴム、フッ素ゴム、アクリルゴム等、その他の感光性
材料を用いれば良い。
【００４４】
次に、表示装置の駆動方法について説明する。
【００４５】
本実施の形態において、第１電極４又は第２電極５に所定極性の電圧を選択的に印加する
と、帯電泳動粒子３はその極性に応じて第１電極４又は第２電極５に吸着される。これに
よって種々の表示を行うことができる。
【００４６】
なお、印加電圧は、帯電泳動粒子３の帯電量や、第２電極５の形状等によって異なるが、
通常は、数十Ｖ程度が必要である。
【００４７】
次に、本実施の形態の効果について説明する。
【００４８】
本実施の形態によれば、前記第２電極５は、前記第１電極４の少なくとも一部を囲むよう
な形状である。したがって、電極幅Ｗ１，Ｗ２を適切なものとすることにより該第２電極
５の端縁であって前記第１電極４に対向する端縁の長さ（２ａ＋２ｂ）を、図７に示すよ
うな従来のもの（２ｃ）と比べて長くできる。その結果、第２電極５の端縁と第１電極４
との間に発生する電場が従来のものより大きくなり、印加電圧を大きくしなくとも帯電泳
動粒子３の移動速度を速くできる。このため、動作不良（表示不良）を抑制できる。
【００４９】
また、印加電圧は小さくても良く、消費電力の低減を図ることができる。
【００５０】
【実施例】
以下、実施例に沿って本発明を更に詳細に説明する。
【００５１】
（実施例１）
本実施例においては、図１に示す反射型の表示装置Ｄ 1  を、図６に示す方法によって製造
した。
【００５２】
すなわち、図１ (a) に示すように、第１電極４は一方の基板１ｂの表面全面に直接接着し
、その第１電極４の表面には絶縁層６や第２電極５や電極保護層９を順に形成した。また
、第２電極５は、同図 (b) に示すような額縁状とし、寸法Ｌ１＝Ｌ２＝１５０μｍとし、
寸法Ｗ１＝Ｗ２＝１２．５μｍとし、第１電極４及び第２電極５の露出面積比が１／２．
３になるようにした。さらに、第１電極４は接地し、第２電極５には正極性又は負極性の
電圧を選択的に印加できるようにした。またさらに、基板１ａ，１ｂの間隙には隔壁（隔
壁部材）７を碁盤の目状に配置し、多数の画素８に区画した。また、両基板１ａ，１ｂの
接着は接着剤１０によって行った。
【００５３】
ところで、基板１ａ，１ｂにはポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）を使用し、第１電
極４には、反射層としての機能を兼用させるためにＡｌを用いた。また、絶縁層６には、
アルミナ微粒子を混入して散乱層としての機能を付与したアクリル樹脂を用い、第２電極
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５には、暗黒色を呈するＴｉＣを用いた。さらに、帯電泳動粒子３には、カーボン及び荷
電制御剤を含んだポリスチレン樹脂粒子（粒径２μｍ）を用い、泳動用分散液２には透明
のシリコーンオイルを使用した。
【００５４】
次に、表示装置Ｄ 1  の製造方法について、図６を参照して説明する。
【００５５】
表示装置Ｄ 1  を製造するに際しては、一方の基板１ｂの表面全体に第１電極４を形成し、
該電極４の表面には絶縁層６を形成した（同図 (a) 参照）。さらに、絶縁層６の表面には
ＴｉＣ被膜を形成し、パターニングして第２電極５を形成した。さらに、第２電極５の表
面には電極保護層９を形成した（同図 (b) 参照）。
【００５６】
その後、電極保護層９の表面に隔壁７を形成し（同図 (c) 参照）、ここに帯電泳動粒子３
を泳動用分散液２に分散させた液体を均一に散布した（同図 (d) 参照）。
【００５７】
さらに、他方の基板１ａの端縁部に接着剤１０を塗布し、両基板１ａ，１ｂを貼り合わせ
た（同図 (e) 参照）。
【００５８】
以上のようにして作成した表示装置Ｄ 1  を、４０Ｖの電圧を第２電極５に印加して駆動し
たところ、コントラストが５であって応答速度が２０ｍｓｅｃの良好な表示が得られた。
また、画素間の濃度ばらつきは観察されず、均一であった。
【００５９】
（比較例）
本比較例においては、第２電極を図７に符号５５で示すような形状（但し、寸法Ｌ１＝Ｌ
２＝１５０μｍ、寸法Ｗ１＝Ｗ２＝２５μｍで、第１電極４及び第２電極５５の露出面積
比は１／２）とした。その他の構成は実施例１と同様とした。
【００６０】
以上のようにして作成した表示装置を、４０Ｖの電圧を第２電極５５に印加して駆動した
ところ、一部に表示動作不良が観察された。印加電圧を６０Ｖにしたところ、コントラス
トが５であって応答速度が２０ｍｓｅｃの良好な表示が得られた。
【００６１】
（実施例２）
本実施例においては、第２電極を図２に符号１５で示すような形状（但し、寸法Ｌ１＝Ｌ
２＝１５０μｍ、寸法Ｄ＝１４０μｍで、第１電極４及び第２電極１５の露出面積比は１
／２．２）とした。その他の構成は実施例１と同様とした。
【００６２】
以上のようにして作成した表示装置を、４０Ｖの電圧を第２電極１５に印加して駆動した
ところ、コントラストが５であって応答速度が２０ｍｓｅｃの良好な表示が得られた。ま
た、画素間の濃度ばらつきは観察されず、均一であった。
【００６３】
（実施例３）
本実施例においては、第２電極を図４に符号３５で示すような形状（但し、寸法Ｌ１＝Ｌ
２＝１５０μｍ、寸法Ｗ１＝Ｗ２＝２５μｍ、寸法Ｓ１＝Ｓ２＝３１．２５μｍで、第１
電極４及び第２電極３５の露出面積比は１／２．３）とした。その他の構成は実施例１と
同様とした。
【００６４】
以上のようにして作成した表示装置を、２５Ｖの電圧を第２電極５に印加して駆動したと
ころ、コントラストが５であって応答速度が２０ｍｓｅｃの良好な表示が得られた。また
、画素間の濃度ばらつきは観察されず、均一であった。
【００６５】
【発明の効果】
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以上説明したように、本発明によると、前記第２電極は、前記第１電極の少なくとも一部
を囲むような形状である。したがって、該第２電極の端縁であって前記第１電極に対向す
る端縁の長さを、従来のものと比べて長くできる。その結果、第２電極の端縁と第１電極
との間に発生する電場が従来のものより大きくなり、印加電圧を大きくしなくとも帯電泳
動粒子の移動速度を速くできる。このため、動作不良（表示不良）を抑制できる。
【００６６】
また、印加電圧は小さくても良く、消費電力の低減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る電気泳動表示装置の構造の一例を示す図であり、 (a) は断面図、 (b
) は、第２電極の形状の一例を示す模式図。
【図２】第２電極の形状の一例を示す模式図。
【図３】第２電極の形状の一例を示す模式図。
【図４】第２電極の形状の一例を示す模式図。
【図５】第２電極の形状の一例を示す模式図。
【図６】本発明に係る電気泳動表示装置の製造方法の一例を示す図。
【図７】第２電極の従来の形状の一例を示す模式図。
【図８】電気泳動表示装置の従来構造の一例を示す断面図。
【図９】電気泳動表示装置の従来構造の他の例を示す断面図。
【符号の説明】
１ａ，１ｂ　　基板
２　　　　　　泳動用分散液
３　　　　　　帯電泳動粒子
４　　　　　　第１電極
５　　　　　　第２電極
１５　　　　　第２電極
２５　　　　　第２電極
３５　　　　　第２電極
４５　　　　　第２電極
Ｄ 1  　　　　　電気泳動表示装置
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】
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